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書評

書評 リプライ

今枝 法之

 は じめに拙著への書評 をご執筆 いた だいた友枝さん、な らびに拙著 を書評の対 象 として取 り

上げていただいた 『三田社会学』編集委員会の皆様 に心よ り感謝申し上げます。友枝さんには、

決 して読みやす い とはいえな い拙著を丹念 にお読み いただいたばか りか、丁寧な書評をいただ

き、本当に恐縮 してお ります。

 友枝 さんも書評 の冒頭で書いてお られ ますよ うに、私が友枝 さん に最初にお 目にかか ったの

は、確かに1990年 秋 の社会学史学会で した。 同 じ例会の報告者 とい うことと、共通の知 人が

いた ことで、帰 り道 を ご一緒 した ことを覚えて います。二 人とも飛行機が嫌いで、東京 にくる

ときは いつ も新 幹線 を利用するのでとて も疲れ ますね 、といったお話な どを した記憶が あ りま

す。 また、1999年 夏 には集中講 義で松 山に来 ていただいた折 にも歓迎会で いろいろと興味深

いお話を伺うことができ、楽 しいひと時を過 ごした ことを思 い出 します。

 そ うしたご交誼 を賜 っている友枝 さん に編集委員会 のご高配で奇 しくも拙 著の書評 をお願 い

す ることになった ことは一つの僥倖で あることに間違 いあ りませんが、拙著 の出来栄 えを考え

ると多少の気恥ずか しさを感 じざるをえな いことも確 かです。 けれ ども、そ うした個 人的な差

恥心に拘泥す る ことな く、友枝 さんか らいただ いた貴 重なコメン トに廉直にお答えす ることが

ここでの私 に課せ られた任務 だと考 えてお ります。

 友枝 さんか らのコメ ン トは、 ご自身が謙遜 されて述べ られてお られ るよ うな 「な いものね だ

り的1で 「やぶ に らみ的」な ものではな く、きわ めて 的を射た まっ とうな ご指 摘である と存 じ

ます。まず 、第一点 として、私 の議論が規範的判断なのか、あるいは事実的 判断なのか、 とい

うことが明確で はな い、 とい うことについて回答いた します。は じめに申 し上げた いことは、

友枝さん もすで に ご了解 されているよ うに規範的判断/事 実的判断 とい う絶対的切断は存在 し

な いとい うことです。つ まり、主観/客 観、当為/存 在 といった二元論 と同様、それ らは本質

主義的に区分で きな いのであ り、左の項 と右 の項 の境 界は曖昧化 しているのです。 いかなる事

実的判断にも主観性や規範性が宿 るのであ り、逆 にいかな る規範的判断 にも客観性や事実性が

内包され ていると考え られます。つ まり、硬 直 した二項対立図式か らすれ ば、現実の事例 には

っね に不純性がつき まとうのです。あるいは この二項 は連続線 上にあ り、すべての言明は決定

不 可能だ ともいえます。(も っ とも、 こうした二項対立図式 自体が規範的 メタ判断だ とも考 え

られ ます。 しか しなが ら、だか らといって、すべての二元論がメタ ・レベルで規範的判断 だと

いうわけでなく、や はりそ こにも不純性や決定不可能性が存在す るのです。)

 このよ うに、規範的/事 実的 とい う二 元論 は脱構築的反省によって溶解するのです が、それ
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にもかかわ らず 、こうした区分がまったく無意味 にな るとい うわけで もあ りません。つま り、

よ り規範的 な性質 を有す る言明 と、よ り事実的な性質 を有する言 明を相対的 に区分けする こと

は可能だか らです。慧眼 にも友枝 さんは拙著 を現実感覚 ・時代感覚 に由来す る著作であ り、つ

ま りは実感 的 ・主観的 ・規範的な作品であ り、実証デー タに基づ く命題定立的な研究あるいは

客観的 ・事実的 な著作 の対極 にある と述べてお られ ます。 この 「対極」 という 言葉が暗示 して

いるとお り、両者の問には連続性があ り、決定 的な切断が存在せず、相対的な差異のみがあ る

ということにな ります 。さ らに友枝 さんは この言明によって、 ご自身の疑問の解 答を私 にあ ら

か じめ示唆 されてい ます。 もちろん、私の回答は友枝さんの解答 とおおす じで 一一致 します。す

なわち、私の議論 はどちらかといえば規範的 ・主観的な傾向があるといえるで しょう。ただ し、

「極」点であるか どうかは定かでは あ りませ ん。(そ れほ ど寒 い内容ではなか った と思 うので

すが。)

 この ことを確認 した上でポス トモダニズムのコ ンセ プシ ョンにつ いて 考えてみたい と思いま

す。ポス トモダニズムの脱根拠化戦略の両義性 は確か に存在す るといえます。ポ ス トモダニズ

ム を無節操 な相対主義 という一義性 だけで捉 えてきた従来 の定説 に対 して私 は抗 争 したか った

のです。確かにポス トモ ダニズムの一元的理性 の専 制に対す る脱根拠化 ・相対 化戦略 は、確か

にそれ 自身の立場を も相対化 して しまうとい うアポ リアに捉 え られ る可能性 があ り、カオテ ィ

ックな状況 を導 くことは否定で きません。 しか しなが ら、デ リダが述べて いるよ うに、カオス

は リス クであ ると同時にチャンスで もあるのです。ポス トモダニズム、 というよ りもよ り限定

的 に脱構築 にお いては、決定不可能性や不確実性 こそが決定 の条件で ある、ある いは決定 のう

ちに決定不可能性がつねに内在 して いる、 ということにな ります。すなわち脱根拠化による相

対 主義や カオスが大 きな危険をは らんで いることは確かですが、そ こには これ まで達成 された

ことのない決定や取 り決めや構造 の可能性が 、さ らにいえば真理や正義 の 可能性が、潜んでい

るということです。(も ちろん、 こうした決定や構造や真理や正義 はつね に最終 的なものでは

ありえませ ん。)

 ラクラウとムフの言説 分析 もおおよそデ リダの脱構築 の線 に沿 って構想 されてお り、社 会

は無根拠な言説的構築物 であるがゆえに、言説や ヘゲ モニーの刷新や再編 によって新たな社会

が創 出され うる とい うのがそ の趣 旨です。そ の意 味では、ラクラウとムフの言 説分析は社会学

的分析 として有効である とい うよ りも、む しろ絶えざる社会 の構造的変革または創発的進化の

ために有効であ るといえるで しょう。 さらに私 のポス トモダニズム に関す る理解(言 説操作)

自体 も、オー ソ ドックスな解釈 でもな く、異端の解釈でもなく、オー ソ ドックスにも異端 にも

な りうる解釈、つ ま り保証なき社会変革や真理や正義の可能性 に賭 けた リコンセプシ ョンな い

し言説の再編成(ヘ ゲモニー闘争)を 試みた ものだ とご理解いただければ幸いです。

 次 に、友枝 さんの挙 げ られ ている第二点 は、NPOと 協働組 合(association)と の関係 に

っ いて、および、協働組 合的社会主義 につ いて の論及が不十分であるというものです.こ れ も

当を得た ご指摘 であ り、拙著 は、 リベ ラル左派 の批判理論(ポ ス トマル クス主義的あるいはポ
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ス トモダ ン化 しつつ ある批判理論)の 社会構想 として、ハーバーマスやア レイ トとコーエ ンら

のいう 「福祉 国家の反省的継続」そ してギデ ンズの 「第三 の道1な どを指 し示すに とどまって い

るといえ ます。 とはいえ、NPOや 協働組合に関 していいます と、第七章で経 済 と政治 の社会

へ の再着床 とい うプロセス を描いたときに、NPOや 協働組合の持つ革命的 ともいえるポテ ン

シャル を示唆 したつも りではいるのです。 もち ろん、そ の将来的な具体性において言及 して い

るわ けではあ りませ んが。だだ し、生産者 としてだけでな く消費者 として も資本 と国家 に対抗

し、それ らを打 倒す るため にグ ローバルな アソシエーシ ョンを組織 してい くとい う、柄谷行人

らが現在提起 して いる変革 プログラム(new associationist movement:NAM)な どに私

は満足できませ ん。それが基本的 に間違 ってい るとい うので はな く、それだけでは不十分だ と

考 えるか らです 。つ ま り、 まさ しく 『原理』的 にそれが正 しいとして も、現在 かろう じて機能

して いる近代国 民国家の制度的枠組み内部か ら変革 してい く針路 をも並行 して 探 らなければな

らない し(た とえば社会民主主義を刷新す るという内側か らの方策を柄谷は無視 しています)、

それが 未来の社会の統治(govemance)の 問題を十分 に考察 して い ると思 えな いか らです。

さ らにNAM自 体が アソシエーシ ョナルな運動でな く、協働組合 を資本 と国家 に対す る戦闘的

な隊列 として 〈運動 『原理』的 に上か ら〉組織化 しようとしている傾向が微かに窺えるのです。

 グ ローバ リゼー シ ョンとポ ス トモダニゼー シ ョンが進 行 して いる現 代社 会にお いて、将来

の トータルな社 会構想 とそのための手段 を具体 的に示す ことは困難であ り、た とえそれ を示せ

た として もギデ ンズが いうよ うな社会的再帰性 によってそ の都度の修正を迫 られ、当初 のプラ

ンとはかけ離れ たものになって しまう可能性が高い と思 います。複雑系 として 人間社会 を考え

た時、それは創発的進化 を遂げるので あ り、いかなる 目的論や決定論 にも支配 され てはいませ

ん。わずかなゆ らぎが意図せざる、そ して予期せ ざる大きな変化 を引 き起 こしうるのです(ポ

ジティヴ ・フィー ドバ ック)。 国家 と資本の消滅 は必 然的な もので もなければ約束 された もの

で もあ りませ ん。ポス トモダ ン化 しつつ ある批判理論、あるいはポス トマルクス主義的な批判

理論は まさに歴 史的保証な き批判理論 だということにな ります。以上のよ うな ことが、協働組

合的社会主義の具体的な青写真やプログラム に私が立ち入れなかった主な理 由なのです。

 次にNPOと 協働 組合 との 関係 について述べ ます と、協働組合 はNPOの 一一一種 だといえ ま

す。現在の 日本 の法律では協働組 合は中間法人(営 利法人と公益法人の中間)と して位置づけ

られていますが 、共益型非営利組織 としてNPOに 含まれ ると考えるべきで しょう。ただ、今

後、社 会的企 業家や協働組合 のよ うな営 利を 目的に しない ものの、利益 をあげつつ活動する,

いわば 自立型NPOの 形態が増えていくのではないか と予想 してお ります。 NPOフ ォー ラム

な どに出席す ると、現場のNPO活 動家の方々か らは資金難 に苦 しむ声ばか りが聞 こえて くる

か らです。 「自己資金比率」(こ の場合決 して 「資本」であって はな らな いと思 いますが)な ど

という考え方が、NPOに 適用されるような状況す ら予見され るのです。

 紙幅 も尽 きて まい りま したが 、蛇足 として、近代社 会学の溶解 につ いて言及 した い と思 い

ます。確かに、友枝 さんが記され ているよ うに、社会学 は実証的 に現状 分析を行 い、将来の社
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会を構想する学であるといえます。ポス トモダニゼーションのもとで近代的諸制度が溶解しつ

つある現在だからこそ、そうした実証分析に基づいた社会の新たな再組織化がよりいっそう希

求されており、その意味でA・ コントが拓いた社会学の問題設定は未だ健在であると考えます。

ただ、19世 紀や20世 紀とは異なり、国民国家の枠内での再組織化だけではなく、21世 紀初

めの今日ではグローカルで多次元的な社会の再組織化が問題になっています。また、そうした

問題への取り組みとして政治学や経済学など他の学問領域との連携 ・融合が不可欠になってい

ます(そ の理由の一一つは、先に触れた 「経済と政治の社会への再着床」という現象であるとい

えます)。 さらに、理論/実 証、規範的判断/事 実的判断といった実証主義的二元論も、ポス

ト構造主義や 「事実の理論負荷性」を指摘 した新科学哲学などによって、もはやディコンス ト

ラクトされています。

 「溶解」という言葉はややもすると否定的なイメージを喚起するか もしれませんが、私は

近代とともに近代社会学 もポストモダニゼーションのプロセスに巻き込まれており、創発的共

進化を遂げていかなければな らないと思ってお ります。それは社会学の脱伝統化と言い換えて

もいいかもしれません。伝統がなくなったというのではなく、伝統に準拠 しているだけでは立

ち行かなくなっているのです。おそらく多くの方がすでに気づいておられるように、現在の社

会と社会学のあまりにもカオティックな状況こそが、痛みを伴いつつも新たなステージへと進

展する両者の可能性を啓示しているように思えてならないのです。

 最後になりましたが、友枝さんか らいただいたコメントから私自身、触発されるところが

少なくありませんでした。学問的対話の重要性 を今回ほど痛感したことはありません。私の不

出来な出版物をお読みいただいたばか りか、きわめて適切で刺激的なご助言を提示いただいた

友枝さん、ならびに、こうした貴重な機会を与えてくださった 『三田社会学』編集委員会の皆

様に重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。

(いまえだ のりゆき 松山大学人文学部)
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